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もみくんちの現在のご利用について 

もみくんちの定員は６名となっておりますが、現在感染症対策として、保育室１室につき定員１

名（きょうだいさんで利用の場合は同室利用可）での受け入れの体制をとっております。 

医師よりアデノウイルスや手足口病、水痘等、確定診断のついている病気以外で、風邪症状で

のご利用については、予約時のお子さんの症状、まわりでの感染症流行状況といった聞き取り

により、利用受け入れ可能かの判断をしております。 

状況によりキャンセル待ちやお断りをする場合もありますが、ご利用希望の際は電話にてご相

談ください。 

また子どもさんの症状からこんな時はどうしたらいい？ といったお困りのことや、 病児保

育ってどんなところ？ 病児保育を利用するためにはどうしたらいいの？ といった質問など、

お気軽にご相談ください。  

 

現在１歳前後のお子さんで、確定診断のつかない風邪症状、アデノウイルスや胃腸炎での

ご利用が多くなっています。 

職員はお子さんの症状に応じてマスク、ゴーグル、手袋、ガウンなど使用し保育にあたっ

ております。 

また、利用されたお子さんが使用した保育室、おもちゃ等備品については、次亜塩素酸ナ

トリウム溶液にて、清掃をしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病児病後児保育事業所 もみくんち 

〒780-0945 高知市本宮町 101-1 デイサービスセンターこだま２階 

TEL（088）849-2184 または 070-6465-6102 

開設日 日・祝・年末年始を除く 8：00～18：00 

もみくんちだより 

～現在利用登録をされている方も７月から利用の際には 

新たに令和 4年度の病児保育利用の新規登録が必要となります～ 

申請方法は 

①  病児保育施設に提出 

（初めて病児保育施設を利用される当日でも申請は可能） 

②  高知市役所子ども育成課に提出（郵送可） 

となっています。 

  

 

 


